
報告事項（令和７年度第１回審議会） 

保有個人情報の目的外利用・外部提供の実施状況報告（令和６年度実績） 

 

本市における、保有個人情報の目的外利用・外部提供の令和６年度実施状況を取りまとめ

報告します。 

目的外利用・外部提供に関しては、令和 4 年度までは「いわき市個人情報保護条例（令和

5 年 3 月末廃止）」に基づく制度運用として、類型承認基準により処理してきましたが、令

和 5 年 4 月１日改正個人情報保護法の施行により、全国の地方公共団体においても当該法

に基づき運用するものとなりました。 

 

【※補足】「個人情報の保護に関する法律」第 69 条に基づき、保有個人情報の目的外利用

や外部提供は法令に定めがある場合を除き原則禁止されていますが、法第 69 条第 2 項

各号に該当する場合は、例外的に利用又は提供することができます。 

  

１ 部等別実施件数 

部等名 目的外利用 外部提供 小計 参考:R5実績 

総合政策部 １件 １件 ２件 3 件 

危機管理部 0 件 ２件 ２件 2 件 

総務部 ２件 ０件 ２件 1 件 

財政部 22 件 １件 23 件 22 件 

市民協働部 19 件 28 件 47 件 45 件 

生活環境部 0 件 １件 １件 2 件 

保健福祉部 20 件 199 件 219 件 126 件 

こどもみらい部 ０件 ０件 ０件 4 件 

農林水産部 ０件 １件 １件 2 件 

土木部 １件 １件 ２件 2 件 

都市建設部 １件 0 件 １件 2 件 

農業委員会 0 件 ０件 ０件 1 件 

教育委員会 1 件 ０件 １件 2 件 

消防本部 0 件 13 件 13 件 5 件 

水道局 0 件 71 件 71 件 39 件 

医療センター 0 件 16 件 16 件 14 件 

合  計 67 件   334 件 401 件 272 件 
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報告事項（令和７年度第１回審議会） 

２ 該当区分別実施件数 

該当区分（法 69条） 件数 参考：R5実績 

第 1 項 法令に基づく場合 230 件 145 件 

内訳・刑事事件における関係行政機関等への提供 31 件 

   ・民事事件における関係行政機関等への提供 ２件 

    ・その他の法に基づく利用又は提供 197 件 

（主なもの：口座登録法等） 

内訳  54 件 

3 件 

88 件 

第 2 項第 1 号 本人同意、本人提供 97 件 63 件 

第 2 項第 2 号 所掌事務、業務の遂行 31 件 38 件 

第 2 項第 3 号 他の行政機関等への提供 27 件 20 件 

第 2 項第 4 号 統計又は学術研究 １件 0 件 

第 2 項第 4 号 本人の利益（表彰・委員講師選任

等） 

11 件 8 件 

第 2 項第 4 号 その他特別の理由（市民福祉の

向上、効率的事務執行等） 

４件 5 件 

 合  計 401 件 279 件 

（※R5 実績について、複数区分に該当する案件があるため「１ 部等別実施件数」の 

合計数とは一致しません。） 

 

 

３ 総務部協議実施状況報告 

  目的外利用・外部提供の申請があった場合には、個人情報保護法に基づき整理した「い

わき市個人情報保護制度運用の手引き」に従い、情報保有部において法令に合致するもの

か、また、過去に類型承認された事例に該当するかなど、適否の判断を行います。 

ただし、過去に類型承認を行った案件以外の申請があった場合には、情報保有部から総

務部へ協議を行い同法第 69 条への該当性の確認を行うこととしていることから、総務部

協議の実施状況について報告します。（法令に基づく場合や本人同意がある場合、本人提

供の場合は、協議の対象外としております。） 
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№
情
報
保

有
課
等

情
報
利
用

課
等

事
務
事
業
名

事
務
事
業
の
概
要

デ
ー
タ
利
用
等
目
的

個
人
情
報
の
内
容

総
務
部
の
判
断

1

住
宅
営

繕
課

保
健
福
祉

課
令
和
５
年
台
風

第
13
号
に
よ
る

被
災
者
の
見

守
り
支
援
（安

否
確
認
）

応
急
住
宅
に
住
む
被
災
者
を

対
象
と
し
た
見
守
り
支
援
（安

否
確
認
）の
実
施
を
予
定
し

て
い
る
。

見
守
り
支
援
を
通
し
て
、
被

災
者
の
心
身
の
状
況
を
把

握
し
、
必
要
に
応
じ
て
関
係

機
関
に
つ
な
ぎ
、
サ
ー
ビ
ス

が
提
供
さ
れ
る
よ
う
調
整

す
る
な
ど
の
支
援
を
行
う
も

の

公
営
住
宅
を
利
用
し
て
い
る
令
和
５

年
台
風
第
1
3
号
の
被
災
世
帯
の
入

居
名
義
人
の
氏
名
及
び
住
所

提
供
し
よ
う
と
す
る
個
人
情
報
の
範
囲

に
つ
い
て
は
当
該
事
務
の
執
行
に
あ

た
り
必
要
な
限
度
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該

個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て

相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

2

市
民
課

産
業
み
ら
い

課
風
力
発
電
に

関
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト

今
後
新
た
な
風
力
発
電
事

業
案
が
生
じ
た
場
合
の
対

応
の
参
考
資
料
と
す
る
た

め
幅
広
い
市
民
意
見
を
調

査
す
る
。

ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
に
必

要
な
対
象
者
名
簿
及
び

ア
ド
レ
ス
タ
ッ
ク
の
作

成
に
利
用
す
る
。

住
民
基
本
台
帳
情
報
　
無
作
為
抽

出
2,
00
7人
（
抽
出
者
の
郵
便
番
号
、

住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
地
区
コ
ー
ド
）

提
供
し
よ
う
と
す
る
個
人
情
報
の
範
囲

に
つ
い
て
は
当
該
事
務
の
執
行
に
あ

た
り
必
要
な
限
度
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該

個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て

相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

3

市
民
課

公
共
交
通

課
域
内
移
動
手

段
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査

小
名
浜
・常
磐
地
区
の
一
部

地
区
の
住
民
を
対
象
に
、
域

内
移
動
手
段
に
つ
い
て
の
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
票
の
送

付
に
必
要
な
宛
名
ラ
ベ
ル

を
作
成
す
る
た
め
。

・住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い

る
小
名
浜
・
常
磐
地
区
の
居
住
者
の

う
ち
無
作
為
に
2
,6
0
0
世
帯
を
抽
出

（各
地
区
1
,3
0
0
世
帯
）

・抽
出
世
帯
の
住
所
、
氏
名
（
世
帯

主
）、
年
齢
（
世
帯
主
）
、
郵
便
番
号
、

性
別
、
地
区
コ
ー
ド

提
供
し
よ
う
と
す
る
個
人
情
報
の
範
囲

に
つ
い
て
は
当
該
事
務
の
執
行
に
あ

た
り
必
要
な
限
度
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該

個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て

相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

目
的
外
利
用
・
外
部
提
供
に
係
る
総
務
部
協
議
の
実
施
状
況
報
告
（
令
和
６
年
度
実
績
）

◇
目
的
外
利
用
　
　
法
第
69
条
第
２
項
第
２
号
（所
掌
事
務
、
業
務
の
遂
行
）
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№
情
報
保

有
課
等

情
報
利
用

課
等

事
務
事
業
名

事
務
事
業
の
概
要

デ
ー
タ
利
用
等
目
的

個
人
情
報
の
内
容

総
務
部
の
判
断

1

市
民
課

福
島
県
（こ

ど
も
青
少
年

政
策
課
）

結
婚
・子
育
て

に
対
す
る
県

民
の
希
望
と

幸
福
度
調
査

「ふ
く
し
ま
新
生
こ
ど
も
夢
プ
ラ

ン
」の
見
直
し
に
あ
た
り
、
策

定
立
案
の
根
拠
と
な
る
特
定

年
齢
層
の
県
民
の
ニ
ー
ズ
や

幸
福
度
の
調
査
を
行
う

調
査
対
象
者
へ
の
調
査
票

等
の
送
付
。

住
民
基
本
台
帳
情
報
の
う
ち
、
令
和

６
年
４
月
１
日
現
在
の
各
年
齢
区
分

に
あ
る
男
女
の
氏
名
、
住
所
及
び
郵

便
番
号
。
（
対
象
者
数
3
,0
1
5
人
）

提
供
し
よ
う
と
す
る
個
人
情
報
の
範
囲

に
つ
い
て
は
当
該
事
務
の
執
行
に
あ

た
り
必
要
な
限
度
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該

個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て

相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

2

国
保
年

金
課

福
島
県
国

民
健
康
保

険
課

令
和
６
年
度
福

島
県
医
療

デ
ー
タ
分
析
等

市
町
村
国
保

支
援
事
業

令
和
11
年
度
の
福
島
県
内

の
保
険
税
統
一
に
向
け
、
医

療
費
に
関
す
る
基
礎
資
料
を

作
成
し
、
分
析
事
業
を
実
施

す
る
た
め

各
市
町
村
の
医
療
費
の
現

状
お
よ
び
医
療
費
格
差
を

生
む
要
因
と
そ
の
影
響
の

大
き
さ
を
把
握
し
、
医
療

デ
ー
タ
を
分
析
す
る
。

レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
、
健
康
診
査
デ
ー
タ

（令
和
元
年
度
～
５
年
度
）

提
供
し
よ
う
と
す
る
個
人
情
報
の
範
囲

に
つ
い
て
は
当
該
事
務
の
執
行
に
あ

た
り
必
要
な
限
度
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該

個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て

相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

3

市
民
課

福
島
県
原

子
力
災
害

対
策
課

東
京
電
力
福

島
第
一
・第
二

原
子
力
発
電

所
事
故
に
係

る
追
加
賠
償

追
加
賠
償
に
係
る
請
求
書
の

発
送
、
請
求
促
進
の
た
め
の

書
面
発
送
、
損
害
賠
償
に
係

る
統
計
処
理
業
務
。

追
加
賠
償
に
係
る
請
求
書

の
発
送
、
請
求
促
進
の
た

め
の
書
面
発
送
、
損
害
賠

償
に
係
る
統
計
処
理
業

務
。

平
成
23
年
３
月
1
1
日
時
点
で
い
わ
き

市
に
住
民
登
録
し

⑴
平
成
2
3
年
３
月
1
2
日
以
降
い
わ
き

市
か
ら
転
出
し
た
者
の
氏
名
、
生
年

月
日
、
住
所
、
郵
便
番
号
、
転
出
先

住
所
、
転
出
先
郵
便
番
号
、
転
出
年

月
日

⑵
平
成
2
3
年
３
月
1
2
日
以
降
死
亡
し

た
者
の
死
亡
年
月
日

提
供
し
よ
う
と
す
る
個
人
情
報
の
範
囲

に
つ
い
て
は
当
該
事
務
の
執
行
に
あ

た
り
必
要
な
限
度
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該

個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て

相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

4

国
保
年

金
課

関
東
信
越

厚
生
局
東

京
事
務
所

医
療
機
関
に

対
す
る
療
養

の
給
付
に
関

す
る
指
導
業

務

医
療
機
関
に
対
す
る
療
養
の

給
付
に
関
す
る
指
導
業
務

同
左

（東
京
事
務
所
所
管
内
）
特
定
医
療

機
関
か
ら
提
出
が
あ
っ
た
診
療
報
酬

明
細
書

提
供
し
よ
う
と
す
る
個
人
情
報
の
範
囲

に
つ
い
て
は
当
該
事
務
の
執
行
に
あ

た
り
必
要
な
限
度
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該

個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て

相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

◆
外
部
提
供
　
　
法
第
69
条
第
２
項
第
３
号
（他
の
行
政
機
関
等
へ
の
提
供
）
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